
政
令
第
二
十
四
号

自
衛
隊
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
自
衛
隊

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
十
三
条
、
第
三
十
条
及
び
第
百
十
五
条
の
三
第
一
項
、
防
衛
省
の
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
別
表
第
二
備
考
㈢
並
び
に
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
六
節

補
給
統
制
本
部
（
第
四
十
八
条
の
五
・
第
四
十
八
条
の
六
）

「
第
六
節

補
給
本
部
（
第
四
十

目
次
中

第
七
節

補
給
本
部
（
第
四
十
八
条
の
七
―
第
四
十
八
条
の
九
）

を

第
七
節

委
任
規
定
（
第
四
十

第
八
節

委
任
規
定
（
第
四
十
九
条
）

」

八
条
の
五
―
第
四
十
八
条
の
八
）



に
改
め
る
。

九
条
）

」

第
十
五
条
中
「
地
方
隊
」
の
下
に
「
、
情
報
作
戦
集
団
」
を
加
え
、
「
、
通
信
隊
群
」
を
削
る
。

第
十
五
条
の
二
中
「
護
衛
艦
隊
」
を
「
水
上
艦
隊
」
に
改
め
、
「
、
掃
海
隊
群
一
、
艦
隊
情
報
群
一
、
海
洋
業
務
・
対
潜

支
援
群
一
」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
水
上
艦
隊
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
護
衛
艦
隊
は
、
護
衛
艦
隊
司
令
部
、
護
衛
隊
群
四

及
び
海
上
訓
練
指
導
隊
群
」
を
「
水
上
艦
隊
は
、
水
上
艦
隊
司
令
部
及
び
水
上
戦
群
三
、
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
一
、
哨
戒

し
よ
う

防
備
群
一
、
水
上
訓
練
指
導
群
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
護
衛
艦
隊
司
令
部
」
を
「
水
上
艦
隊
司
令
部
」
に
改
め

る
。第

十
六
条
の
四
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
護
衛
艦
隊
司
令
官
」
を
「
水
上
艦
隊
司
令
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
護
衛
艦
隊
司
令
部
」
を
「
水
上
艦
隊
司
令
部
」
に
、
「
護
衛
艦
隊
司
令
官
」
を
「
水
上
艦
隊
司
令
官
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
五
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
護
衛
艦
隊
司
令
部
」
を
「
水
上
艦
隊
司
令
部
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
護
衛
艦
隊
司
令
官
」
を
「
水
上
艦
隊
司
令
官
」
に
、
「
護
衛
艦
隊
司
令
部
」
を
「
水
上
艦
隊
司
令
部
」
に
改
め
る
。



第
十
六
条
の
十
二
か
ら
第
十
六
条
の
十
四
ま
で
を
削
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
水
上
戦
群
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
護
衛
隊
群
は
、
護
衛
隊
群
司
令
部
及
び
護
衛
隊
二
」
を

「
水
上
戦
群
は
、
水
上
戦
群
司
令
部
及
び
水
上
戦
隊
三
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
護
衛
隊
群
司
令
部
」
を
「
水
上
戦

群
司
令
部
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
水
上
戦
群
司
令
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
護
衛
隊
群
の
長
は
、
護
衛
隊
群
司
令
」
を

「
水
上
戦
群
の
長
は
、
水
上
戦
群
司
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
護
衛
隊
群
司
令
」
を
「
水
上
戦
群
司
令
」
に
改
め

る
。第

十
八
条
の
二
及
び
第
十
八
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
）

第
十
八
条
の
二

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
は
、
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
部
及
び
水
陸
両
用
戦
隊
一
、
機
雷
戦
隊
七
そ
の

他
防
衛
大
臣
の
定
め
る
部
隊
を
も
つ
て
編
成
す
る
。
た
だ
し
、
防
衛
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
水
陸
両

用
戦
機
雷
戦
群
司
令
部
以
外
の
部
隊
の
数
を
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
）



第
十
八
条
の
三

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
の
長
は
、
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
と
す
る
。

２

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
は
、
海
将
補
を
も
つ
て
充
て
る
。

３

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
部
の
事
務
は
、
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
が
掌
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
十
三
を
第
十
八
条
の
十
四
と
し
、
第
十
八
条
の
十
二
を
第
十
八
条
の
十
三
と
し
、
第
十
八
条
の
八
か
ら
第
十

八
条
の
十
一
ま
で
を
削
り
、
第
十
八
条
の
七
を
第
十
八
条
の
十
二
と
し
、
第
十
八
条
の
四
か
ら
第
十
八
条
の
六
ま
で
を
五
条

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
八
条
の
三
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
部
）

第
十
八
条
の
四

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
部
に
、
幕
僚
長
一
人
を
置
く
。
幕
僚
長
は
、
一
等
海
佐
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

幕
僚
長
は
、
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
を
補
佐
し
、
水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
部
の
部
内
の
事
務
を
整
理
す
る
。

（
哨
戒
防
備
群
）

し
よ
う

第
十
八
条
の
五

哨
戒
防
備
群
は
、
哨
戒
防
備
群
司
令
部
及
び
哨
戒
防
備
隊
五
そ
の
他
防
衛
大
臣
の
定
め
る
部
隊
を
も
つ
て

し
よ
う

し
よ
う

し
よ
う

編
成
す
る
。
た
だ
し
、
防
衛
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
哨
戒
防
備
群
司
令
部
以
外
の
部
隊
の
数
を
増
減

し
よ
う

す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
哨
戒
防
備
群
司
令
）

し
よ
う

第
十
八
条
の
六

哨
戒
防
備
群
の
長
は
、
哨
戒
防
備
群
司
令
と
す
る
。

し
よ
う

し
よ
う

２

哨
戒
防
備
群
司
令
は
、
一
等
海
佐
を
も
つ
て
充
て
る
。

し
よ
う

（
水
上
訓
練
指
導
群
）

第
十
八
条
の
七

水
上
訓
練
指
導
群
は
、
水
上
訓
練
指
導
群
司
令
部
及
び
水
上
訓
練
指
導
隊
そ
の
他
防
衛
大
臣
の
定
め
る
部

隊
を
も
つ
て
編
成
す
る
。

（
水
上
訓
練
指
導
群
司
令
）

第
十
八
条
の
八

水
上
訓
練
指
導
群
の
長
は
、
水
上
訓
練
指
導
群
司
令
と
す
る
。

２

水
上
訓
練
指
導
群
司
令
は
、
一
等
海
佐
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
二
十
一
条
中
「
、
掃
海
隊
、
ミ
サ
イ
ル
艇
隊
」
を
削
り
、
「
警
備
隊
、
防
備
隊
」
を
「
艦
隊
基
地
隊
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
中
「
警
備
隊
」
を
「
艦
隊
基
地
隊
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
六
を
第
二
十
二
条
の
十
三
と
し
、
第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
五
ま
で
を
七
条
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。



（
情
報
作
戦
集
団
）

第
二
十
二
条
の
二

情
報
作
戦
集
団
は
、
情
報
作
戦
集
団
司
令
部
及
び
作
戦
情
報
群
、
サ
イ
バ
ー
防
護
群
そ
の
他
防
衛
大
臣

の
定
め
る
部
隊
を
も
つ
て
編
成
す
る
。

（
情
報
作
戦
集
団
司
令
官
）

第
二
十
二
条
の
三

情
報
作
戦
集
団
司
令
官
は
、
海
将
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

情
報
作
戦
集
団
司
令
部
の
事
務
は
、
情
報
作
戦
集
団
司
令
官
が
掌
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
作
戦
集
団
司
令
部
）

第
二
十
二
条
の
四

情
報
作
戦
集
団
司
令
部
に
、
幕
僚
長
一
人
を
置
く
。
幕
僚
長
は
、
海
将
補
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

幕
僚
長
は
、
情
報
作
戦
集
団
司
令
官
を
補
佐
し
、
情
報
作
戦
集
団
司
令
部
の
部
内
の
事
務
を
整
理
す
る
。

（
作
戦
情
報
群
）

第
二
十
二
条
の
五

作
戦
情
報
群
は
、
作
戦
情
報
群
司
令
部
及
び
情
報
収
集
隊
、
気
象
海
洋
情
報
隊
そ
の
他
防
衛
大
臣
の
定

め
る
部
隊
を
も
つ
て
編
成
す
る
。

（
作
戦
情
報
群
司
令
）



第
二
十
二
条
の
六

作
戦
情
報
群
の
長
は
、
作
戦
情
報
群
司
令
と
す
る
。

２

作
戦
情
報
群
司
令
は
、
海
将
補
を
も
つ
て
充
て
る
。

（
サ
イ
バ
ー
防
護
群
）

第
二
十
二
条
の
七

サ
イ
バ
ー
防
護
群
は
、
サ
イ
バ
ー
防
護
群
司
令
部
及
び
サ
イ
バ
ー
防
護
隊
そ
の
他
防
衛
大
臣
の
定
め
る

部
隊
を
も
つ
て
編
成
す
る
。

（
サ
イ
バ
ー
防
護
群
司
令
）

第
二
十
二
条
の
八

サ
イ
バ
ー
防
護
群
の
長
は
、
サ
イ
バ
ー
防
護
群
司
令
と
す
る
。

２

サ
イ
バ
ー
防
護
群
司
令
は
、
一
等
海
佐
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条

削
除

第
二
十
五
条
の
二
を
削
る
。

第
二
十
八
条
中
「
航
空
開
発
実
験
集
団
」
の
下
に
「
、
宇
宙
作
戦
団
」
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
の
二
中
「
、
航
空
戦
術
教
導
団
一
」
を
削
る
。



第
三
十
条
の
三
中
「
飛
行
警
戒
管
制
群
一
、
飛
行
警
戒
監
視
群
一
」
を
「
飛
行
群
二
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
七
及
び
第
三
十
条
の
八
を
削
り
、
第
三
十
条
の
九
を
第
三
十
条
の
七
と
し
、
第
三
十
条
の
十
か
ら
第
三
十
条

の
十
三
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
条
の
十
四
を
第
三
十
条
の
十
二
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
宇
宙
作
戦
団
）

第
三
十
条
の
十
三

宇
宙
作
戦
団
は
、
宇
宙
作
戦
団
司
令
部
及
び
宇
宙
作
戦
群
二
、
基
地
業
務
群
一
そ
の
他
防
衛
大
臣
の
定

め
る
部
隊
を
も
つ
て
編
成
す
る
。
た
だ
し
、
防
衛
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
部
隊
以
外
の
部

隊
を
編
成
に
加
え
、
又
は
宇
宙
作
戦
団
司
令
部
以
外
の
部
隊
の
数
を
増
加
し
、
若
し
く
は
宇
宙
作
戦
団
司
令
部
以
外
の
部

隊
の
一
部
を
編
成
に
加
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
宇
宙
作
戦
団
司
令
）

第
三
十
条
の
十
四

宇
宙
作
戦
団
の
長
は
、
宇
宙
作
戦
団
司
令
と
す
る
。

２

宇
宙
作
戦
団
司
令
は
、
空
将
補
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
三
十
三
条
の
二
の
表
陸
上
自
衛
隊
シ
ス
テ
ム
通
信
・
サ
イ
バ
ー
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

武
器
科
、
需
品
科
及
び
輸
送
科
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
並
び
に
武
器



科
部
隊
、
需
品
科
部
隊
、
輸
送
科
部
隊
及
び
衛
生
科
部
隊
の
相
互
協
同

陸
上
自
衛
隊
後
方
支
援

に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
行
う
と

東
京
都
練
馬
区

学
校

と
も
に
、
武
器
科
部
隊
、
需
品
科
部
隊
及
び
輸
送
科
部
隊
の
運
用
等
並

び
に
武
器
科
部
隊
、
需
品
科
部
隊
、
輸
送
科
部
隊
及
び
衛
生
科
部
隊
の

相
互
協
同
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

第
三
十
三
条
の
二
の
表
陸
上
自
衛
隊
武
器
学
校
の
項
か
ら
陸
上
自
衛
隊
輸
送
学
校
の
項
ま
で
を
削
る
。

第
三
十
四
条
の
表
海
上
自
衛
隊
第
一
術
科
学
校
の
項
中
「
、
通
信
」
を
削
り
、
同
表
海
上
自
衛
隊
第
二
術
科
学
校
の
項
中

「
工
作
」
の
下
に
「
、
通
信
」
を
加
え
る
。

第
三
章
第
六
節
の
節
名
及
び
第
四
十
八
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
節

補
給
本
部

（
陸
上
自
衛
隊
の
補
給
本
部
の
名
称
、
位
置
及
び
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条
の
五

陸
上
自
衛
隊
の
補
給
本
部
の
名
称
、
位
置
及
び
所
掌
事
務
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

所

掌

事

務



陸
上
自
衛
隊
に
お
け
る
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
の
実

施
の
企
画
及
び
総
合
調
整
並
び
に
陸
上
自
衛
隊
の
補
給
処
の
管
理
並
び

陸
上
自
衛
隊
補
給
本
部

東
京
都
北
区

に
同
項
に
規
定
す
る
調
達
の
事
務
の
う
ち
防
衛
大
臣
が
定
め
る
も
の
を

行
う
こ
と
。

第
四
十
八
条
の
六
及
び
第
三
章
第
七
節
の
節
名
を
削
り
、
第
四
十
八
条
の
七
を
第
四
十
八
条
の
六
と
し
、
第
四
十
八
条
の

八
を
第
四
十
八
条
の
七
と
し
、
第
四
十
八
条
の
九
を
第
四
十
八
条
の
八
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
本
章
」
を
「
こ
の
章
」
に
改
め
、
第
三
章
中
第
八
節
を
第
七
節
と
す
る
。

第
百
二
十
七
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
第
一
号
中
「
陸
上
自
衛
隊
」
を
「
自
衛
隊
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

陸
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
補
給
処

第
百
五
十
九
条
第
三
号
を
削
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



「

」

「

」

「

」

「

」

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
護
衛
隊
」
を
「
水
上
戦
隊
」
に
改
め
る
。

護
衛
艦
隊
司
令
官

別
表
第
三
護
衛
艦
隊
司
令
部
の
項
中

護
衛
艦
隊
司
令
部

幕
僚
長

水
上
艦
隊
司
令
官

を

水
上
艦
隊
司
令
部

幕
僚
長

に
改
め
、
同
表
掃
海
隊
群
司
令
部
の
項
を
削
り
、
同
表
護
衛
隊
群
司
令
部
の
項
中

護
衛
隊
群
司
令
部

護
衛
隊
群
司
令

を

水
上
戦
群
司
令
部

水
上
戦
群
司
令

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令
部

一
種

幕
僚
長

哨
戒
防
備
群
司
令
部

哨
戒
防
備
群
司
令

一
種

し
よ
う

し
よ
う



「

」

「

」

別
表
第
三
海
上
訓
練
指
導
隊
群
司
令
部
の
項
中

海
上
訓
練
指
導
隊
群
司
令
部

海
上
訓
練
指
導
隊

群
司
令

を

水
上
訓
練
指
導
群
司
令
部

水
上
訓
練
指
導
群
司
令

に
改
め
、
同
表
艦
隊
情
報
群
司
令
部
の
項
及
び
海
洋
業
務
・
対
潜
支
援
群
司
令
部
の
項
を
削
り
、

同
表
地
区
総
監
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。情

報
作
戦
集
団
司
令
官

情
報
作
戦
集
団
司
令
部

一
種

幕
僚
長

作
戦
情
報
群
司
令
部

作
戦
情
報
群
司
令

一
種

サ
イ
バ
ー
防
護
群
司
令
部

サ
イ
バ
ー
防
護
群
司
令

一
種

別
表
第
三
通
信
隊
群
司
令
部
の
項
及
び
航
空
戦
術
教
導
団
司
令
部
の
項
を
削
り
、
同
表
航
空
警
戒
管
制
団
司
令
部
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宇
宙
作
戦
団
司
令
部

宇
宙
作
戦
団
司
令

一
種

別
表
第
三
補
給
統
制
本
部
の
項
を
削
り
、
同
表
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
補
給
本
部
の
項
中
「
海
上
自
衛
隊
」
を

「
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
」
に
改
め
る
。



（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

水
上
艦
隊
司
令
官

第
八
条
第
二
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

水
上
戦
群
司
令

十
二

水
陸
両
用
戦
機
雷
戦
群
司
令

第
八
条
第
二
項
中
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

哨
戒
防
備
群
司
令

し
よ
う

附

則

こ
の
政
令
は
、
防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
三
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


